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	　シルバー人材センターは、「自主・自立、共働・共助」の理念のもとに、生きがいを求めて、
また仕事を通じて社会参加をしようとする高齢者の方々に対して、臨時的かつ短期的な仕
事を提供することを目的とする団体で、行政から支援を受けて運営している公益社団法人
です。
１．入会資格
　町内に在住し、原則として６０歳以上の方で、働く意欲があり、シルバー人材センター
の趣旨に賛同できる方であればどなたでも会員になれます。特に難しい手続き等は必要
ありません。

２．入会の手続き
　毎月１５日（１５日が土日祝にあたる場合はその翌日）の午前１０時より、シルバー
人材センター事務所で入会説明会を行っています。
　入会説明を聞いたうえで入会を決めてください。
　その後、入会申込書を提出していただきます。（理事会で入会承認手続きをします。）

３．仕事の提供
　公共、企業、一般家庭等から受注があった場合、希望職種に見合った仕事を紹介しま
す。センターから会員に提供された仕事は、会員自身が引き受けて頂くかを判断してい
ただきます。

４．就業形態
　センターは、「植木の剪定・除草」や「清掃」などの請負業務が中心ですが、法改正
に伴い、労働者派遣事業による雇用就業も可能となっており、派遣就業している会員も
います。また、これからは、子育て支援や家事援助などの仕事が増えることが見込まれ
ています。

シルバー人材センターの会員になりませんか？

長瀞町シルバー

シルバー人材センターのしくみ
（請負・委任の場合）


